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令和４年７月２６日開催 下野市人権推進審議会 
令和３年度 人権教育・啓発推進行動計画実績（概要版） 

 

  計画の基本的な考え方 

（１）基本理念 

本市では、市民と行政が一体となって、家庭、地域社会、学校、企業などあらゆる

場を通じて人権尊重の理念に対する理解を深められるよう、人権教育・啓発を推進

するとともに、個別の重要課題の解決に向け積極的に取り組みます。 

 

（２）基本目標 

人権教育・啓発活動を推進するとともに、「互いの人権を尊重し合い、共に生きる

幸せを実感できる社会の実現」を基本目標とします。 

 

（３）基本姿勢 

①生涯学習の視点に立った人権教育の推進 

学校教育においては、人権教育を積極的に推進し、生活の中で実践できる子ども

の育成を目指します。 

社会教育においては、社会教育施設などの市民の学習の場を通じて自発的に人権

問題について考え、解決に向けて取り組み、実践力ある市民の育成に努めます。 

②共生の心を育む 

高齢者や障がい者、外国人等に対する偏見や先入観、固定観念を払拭するなど、

多様性や互いの価値観を容認し、人権を尊重する「共生の心」を育てていくことが

大切です。 

また、共生社会を構築するためには、すべての人々が、差別することなく互いの

人権尊重意識の高揚を図り、やさしさと人を思いやる心、違いを認め合う寛容な心

などを醸成することが重要です。すべての人々が互いに共生できる社会の実現に向

けた一層の取り組みを進めます。 

③連携の促進 

家庭、学校、地域、企業、行政などが相互に連携しながら、効果的で実践的な人

権教育・啓発を推進します。 

 

  行動計画（改訂版）の推進期間 

平成３０（２０１８）年度から令和４（２０２２）年度までの５年間とします。 

※男女共同参画、子ども・子育て支援、高齢者保健福祉、障がい者保健福祉に関連する

事業に関しては、人権教育・啓発推進に関連が強い事業のみ本計画において進捗管理を

行います。その他の事業については、市で策定した各分野の個別計画において進捗管理

を行います。  

資料 1 
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◆令和３年度の人権関連施策実施状況について 

「人権教育・啓発推進行動計画」の改訂後５か年の進捗については、毎年実

績報告をまとめ、重要課題の解決に向けて取り組んでいます。 

 

令和３年度においては、事業全体として令和２年度から引き続き新型コロナ

ウイルス感染症による影響を強く受けましたが、少しずつ本来の姿を取り戻そ

うと、各課試行錯誤を重ねながら人権教育・啓発事業に取り組みました。 

その結果、令和２年度に中止したものの、令和３年度に再開、もしくは別の

形で実施することができた事業も多くありました。 

 

【女性】【子ども】の人権については、令和２年度に引き続き、新型コロナウ

イルス感染拡大の影響で在宅時間が増えることによる、ＤＶや虐待件数の増加

が懸念されました。また、コロナ禍が長引くことにより経済的に困窮する女性

や子どもが増え、「生理の貧困」というような言葉も頻繁に耳にするようにな

りました。相談対応・啓発活動に加え、「生理の貧困」への対応を行いました。 

 

【外国人】の人権については、令和２年度は「国際感覚を深める教育・啓発

の推進」に関連する事業のほとんどが中止となりましたが、令和３年度は１０

月に国際交流員が着任したこともあり、少しずつ国際交流関連事業を再開する

ことができました。外国籍世帯に対する新型コロナウイルス関連の情報提供等

についても、引き続き実施しました。 

 

【インターネットにおける人権侵害】については、近年 SNS を利用した人権

侵犯事件が多く発生していること、また、タブレット学習の導入等により子ど

もたちがインターネットに触れる機会が多くなっていることから、市民向けの

講座を開講したほか、児童・生徒に対してはリーフレットを配布し各学級で指

導を行う等の啓発・教育を行いました。  

 

    以上のほか、新型コロナウイルス感染症に関連する差別防止の啓発にも引き

続き取り組みました。また、令和３年から新型コロナウイルスのワクチン接種

が始まったことに伴い、「ワクチン・ハラスメント」と呼ばれるハラスメント行

為も問題となり、対策を行いました。 



 
 

3 
 

◆重要課題の施策 
  
 
 

同和問題は日本国憲法によって保障されている基本的人権を侵害する問題であると捉え、差別意識

の解消に向け、正しい理解を深めるための発達段階に即した人権教育・啓発およびえせ同和行為への対

応・予防に取り組みます。 
 
 

＜具体的施策＞ 
 ・人権一般の普遍的な視点からの「人権教育・啓発」の推進 
 ・人権の擁護のための相談事業の実施 
 ・えせ同和行為対応についての啓発推進 
 
主な事業（一部抜粋） 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

人権一般の普遍

的な視点からの人

権教育・ 啓発の

推進 

市民協働

推進課 

「人権週間」期間（12/4～12/10）に

あわせ、人権擁護委員による小・中

学生を対象とした人権啓発講話を実

施した。（市内 11 小学校・4 中学校） 

「相手の嫌がることはしないこと」「自分と相手との違いを豊

かさとして受け止めること」といった、人権全般に通じる普遍

的な事柄から、昨今課題とされている人権問題まで、学

校に合ったテーマで講話を行った。 

人権の擁護の

ための相談事

業の実施 

社会福祉協

議会 

人権擁護委員・民生委員等による相

談業務（心配ごと相談）を実施した。 

場所：ゆうゆう館  

日程：毎月第 1・3 火曜日 

R３相談件数：39 件 

多方面にわたる相談に対応するため、相談員を人権擁護

委員、民生委員・主任児童委員、行政相談員で構成し

ている。 

えせ同和行為

対応についての

啓発推進 

市民協働

推進課 

広報しもつけ 8 月号にてえせ同和行

為に関する注意喚起文を掲載した。 

掲載内容について、表現に不適切な点が無いか確認を行

っている。 

 
○まとめ 

 人権一般の普遍的な視点からの「人権教育・啓発」については、下野市人権擁護委員会や関連団体と連

携した啓発活動や、学校教育、人権セミナー等の機会の提供により、市民の人権感覚向上を図っている。 

 相談事業について、人権擁護委員、民生委員・主任児童委員、行政相談員による「心配ごと相談」を行っ

ており、相談件数は年間３９件であった。同和問題に関連する相談はなし。 

 えせ同和行為については、広報しもつけに記事を掲載し周知・啓発を行っている。 

 

 

 

1.同和問題 
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図 人権擁護委員による学校訪問 

図 広報記事「同和問題に正しい理解を」（広報しもつけ令和 3 年 8 月号） 
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「下野市男女共同参画プラン」（※1）に基づいて、関係機関等と連携を図りながら、女性の参画、登

用の推進や男女が共に働きやすい環境づくりを促進します。 
また、女性に対するＤＶやセクハラ等に関する人権侵害を防止するために関係機関と連携して、市民

からの相談に応じるとともに、「配偶者等からの暴力対策基本計画」（※2）に基づき被害防止や被害者

の保護に取り組みます。 
 
※1 男女共同参画社会基本法および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）

に基づき、さまざまな男女共同参画を取り巻く社会情勢の変化に対応するとともに、男女が共に支え合

い共に輝きながら心豊かに暮らすことができる地域づくりをめざす計画です。 
※2 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき、ＤＶを防止するとともに、被

害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図ることを目的に策定された計画です。（当計画は、

令和３年度から男女共同参画プランに位置付けられています。） 
 
＜具体的施策＞ 
 ・男女共同参画社会実現の為の啓発活動の推進 
 
主な事業（一部抜粋） 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

男 女 共 同 参 画

社会実現の為の

啓発活動の推進 

こども福祉課 

こども福祉課内の「家庭相談グループ」が、DV 相

談等に対応している。また、DV ホットラインを 2 名の

女性相談員により実施している。 

（参考 DV 相談件数 R3：７１件） 

相談員に女性 2 名を配置し、不在

の場合でも女性職員が対応するな

ど相談しやすい環境づくりに配慮し

た。また、来庁相談の際は、安心し

て相談できるよう個室にて対応した。 

市民協働

推進課 

・男女共同参画週間に関連して、６月の広報紙で

特集記事を掲載するとともに、市役所庁舎内にお

いてパネル展を開催した。 

・性の尊重を目的とした男女共同参画推進セミナ

ー「もっと話そう、性のこと」を実施した。 

・男女共同参画に関するクロスワードパズルを作

成・広報紙掲載及びパネル展にて配布し、正解者

に景品を送付した。 

若年層が参加しやすい啓発事業と

して男女共同参画クロスワードパズ

ルを実施した。男女共同参画に関

するキーワードを用いたクロスワード

パズルを解くことで、用語について自

ら調べるとともに、市の男女共同参

画啓発・ＤＶ被害者支援事業につ

いて知る機会とした。 

社会福祉

協議会 

経済的理由等により生理用品が入手困難な方に

対して生理用品の無償配布を行った。 

配布場所：社会福祉課、こども福祉課、市民協

働推進課、市内図書館（石橋、国分寺、南河

内）、ゆうゆう館、市内全小中学校（15 校） 

R3実績 窓口配布37セット（昼夜各1パック入）、

各学校 1 ケース（36 パック）ずつ 

希望者は、窓口にて意思表示カー

ドや HP のお知らせ等を提示すること

により、意思表示ができるようにし

た。また、女性職員が対応するよう

にした。 

2.女性 
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○まとめ 

  令和 2 年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症流行下での DV・虐待被害が懸念された。 

下野市における令和 3 年度の DV 相談件数は 71 件であり、令和 2 年度の 76 件からは若干減となって

いるものの、高水準で推移している（参考：令和元年度の相談件数は 36 件）。 被害者が DV を外部に相

談するきっかけとなるよう、匿名での相談が可能な DV ホットラインを設置している。 

 男女共同参画に関する啓発については、男女共同参画パネル展、クロスワードパズル企画、男女共同

参画セミナー等を実施した。 

 

   

図 パネル展（全体図） 

図 赤い羽根はぁ～と事業（生理用品配布） 意思表示カード 

LGBT,DV,イクボス宣言のパネル 



 
 

7 
 

 
 
 

「子育て応援しもつけっ子プラン」（※3）に基づいて地域・家庭・学校と連携した子育て環境づくり

を進め、子どもの人権を尊重する教育及び啓発の推進を図ります。 
また、児童虐待への対応についても、関係行政機関・学校・家庭・地域社会等との連携により、虐待

防止及び要保護児童（※4）対策に取り組みます。 
 
※3 「子ども・子育て関連 3 法」に基づく平成 27 年度から施行された新たな子育て支援の仕組みへの

対応を図るとともに、近年の子ども・子育てを取り巻く環境の変化等を踏まえ、子どもの健やかな育ち

と子育てを社会全体で支援する環境を整備するための指針として策定した支援計画です。 
※4 児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 6 条の 3 に規定する児童を指します。「保護者のない児

童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童」であり、虐待を受けた子どもに限ら

れず、非行児童なども含まれます。 
 
＜具体的施策＞ 

・子どもの人権を尊重する教育・啓発の推進 
・子どもに対する虐待、いじめ、不登校の防止・解消を目指した相談・支援体制の充実 
 

主な事業（一部抜粋） 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

子どもの人権を

尊重する教育・ 

啓発の推進 

生涯学習

文化課 

市民人権講座（全 3 回） 

第 1 回（子どもの人権）日時：12/7（火）  

テーマ：「子どもの心に寄り添って～チャイルドラインの

活動を通じてみえる子どもの現状と課題～」 

講師：松江 比佐子 氏（認定 NPO 法人チャイルドラ

インとちぎ理事長） 

参加者：38 名 

最近の社会課題となっている人権

問題に焦点をあて、市民を対象とし

た人権意識向上のための学習機会

を提供した。 

子どもに対する

虐待、いじめ、

不 登 校 の 防

止・解消を目指

した相談・支援

体制の充実 

こども 

福祉課 

要保護児童の早期発見及びその適切な保護又は要

支援児童への適切な支援を図るため、要保護児童

対策地域協議会を設置し、関係機関、団体等と情

報や考え方を共有し、事業を進めた。 

代表者会議：年 2 回（6/28、10/21） 

実務者会議：全体会年 1 回（6/29） 

進行管理部会：年 4 回（6/29、10/8、12/17、3/18） 

・受理会議 50 回 

・個別ケース検討会議 31 回 

・定期学校訪問 各小中学校年 5 回 

参考 虐待通告件数 R3：81 件 

※虐待否定・再通告含む 

要保護児童対策地域協議会にお

いて、警察、医療機関、児童相談

所、民生・児童委員、学校・教育

委員会、保健福祉機関等の地域

ネットワークの推進と、適切な相談

に繋がるよう、より一層の連携強化

に努めた。 

3.子ども 
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児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知識・経験

を有するスクールカウンセラーを 4 名、中学校に配置

し、小学校へも定期的に訪問することで教育相談体

制の充実を図った。 

スクールカウンセラーと保護者との面

談内容、検査の結果等は、保護者

の同意を得てから学校関係者に伝

える体制をとった。 

 
 
○まとめ 

  重要課題２ 女性における DV と同じく、令和２年度に引き続き新型コロナウイルス感染症流行下での児

童虐待の増加が懸念された。令和３年度の虐待通告件数は、令和２年度からは若干減となっているが、新

型コロナウイルス流行以前と比較すると依然として高水準で推移している。 

（令和３年度 81 件、令和２年度 92 件、令和元年度４５件） 

子どもの人権に関する啓発については、例年こども福祉課がオレンジリボンキャンペーン事業で啓発を

行っているほか、令和３年度は生涯学習文化課主催の「市民人権講座」にて、子どもに関するテーマを扱っ

た。 

 相談支援体制については、こども福祉課や児童相談所において随時虐待等の通告を受け付けており、他

機関と連携し事案ごとにケース会議を行った。学校教育課においても、アンケート調査等によるいじめの早

期発見・防止ほか、スクールカウンセラーの配置により、子どもが悩みを抱えた際に他者に相談できる環

境づくりを行った。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
（次ページ資料あり） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校教育課 
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図 市民人権講座 「子どもの心に寄り添って～チャイルドラインの活動を通じてみえる子どもの現状と課題～」資料抜粋 
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  「下野市高齢者保健福祉計画」（※5）に基づいて、自立支援と生きがいづくりを促進するため、高齢

者が生涯を通じて学習できる機会の確保や積極的に社会活動へ参加できる環境づくりの推進に努めま

す。また、高齢者との交流などによる福祉教育を充実させ、高齢者の人権に関する教育・啓発活動を推

進します。 
さらに、関係機関・団体と連携し、認知症高齢者への支援及び高齢者虐待を防止するための対策に取

り組みます。 
 
※5 高齢者の人口の急激な増加や多様化する高齢者ニーズに対応するため、高齢者の福祉と健康の増進

を図るための高齢者対策の基本指針です。 
 
＜具体的施策＞ 

・介護や福祉の問題や、高齢者の理解に関する教育・啓発活動の推進 
・認知症高齢者等に対する虐待防止対策や相談・支援体制の充実、権利擁護の推進 
 

主な事業（一部抜粋） 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

介護や福祉の

問 題や 、高 齢

者の理解に関

する教育・啓発

活動の推進 

 

高齢福祉課 

認知症に対する理解を深めるための認知症サポ

ーター養成講座を、地域ふれあいサロンや企業、

大学生を対象に実施した。 

・開催回数：7 回 受講者数：211 人 

 

認知症サポーター養成講座受講修了者（希望

者）を対象にした認知症サポーターステップアップ

講座は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため人数制限等の感染対策を講じながら開催

した。 

開催回数：1 回 受講者数：16 人 

第 1 部：座学 第 2 部：オレンジカフェ参加 

新型コロナウイルス感染拡大状況を考慮

しながら事業を実施した。 

認知症の人と家族を支えるためには、認

知症に対する正しい理解と地域の見守り

が不可欠であり、それを促進するために認

知症サポーターの養成を行った。また、ス

テップアップ講座修了者等がさらに認知

症理解を深め、ボランティアとして活躍で

きる場を積極的に周知している。 

高齢者に対す

る虐待防止対

策や相談・ 支

援 体 制 の 充

実、権利擁護

の推進 

高齢福祉課 

成年後見制度利用に関するパンフレット等を活

用しながら、高齢福祉課及び地域包括支援セ

ンターにおいて相談対応等を行った。 

社会福祉士による「成年後見制度なんでも相

談会」を奇数月に実施した。（相談件数：７件） 

判断能力の低下した高齢者に対し、高

齢者本人に不利益が生じないよう、権

利を擁護するため、成年後見制度の利

用支援を行った。 

状況により匿名での相談対応を行った。 

 
 
 

4.高齢者 
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○まとめ 

認知症患者への理解を市民に促すため、高齢福祉課において「認知症サポーター養成講座」を実施

している。令和２年度は感染症拡大防止のため小規模で実施したが、令和３年度は感染症対策を講じな

がら、企業や大学生等も対象として実施することができた。 

また、高齢者の権利擁護のため、成年後見制度利用の周知活動や、相談対応等を行っている。令和

３年度は７件の相談があった。 

   

 

  

  

図 認知症サポーターステップアップ講座 

図 認知症サポーターカード（養成講座受講者に配布） 
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  「しもつけしハートフルプラン」（※6）に基づき、関係機関との連携を図りながら、障がいのあるな 

しにかかわらず、すべての市民がお互いに人権と個性を尊重しながらともに生きるまちの実現を目指

します。 
そのため、障がい者に対する人権侵害や差別等解消のための教育や啓発の推進、雇用・就業の促進、

障がい者の権利を守る相談体制の充実に努めます。 
また、障がい者の自立と社会参加を促進するため、福祉サービスや支援の充実を図ります。 

 
※6 障がいのある人が自立し、地域に住む人が障がいの有無にかかわらず支えあうまちづくりと、とも

に生きる社会の実現のため、障がい福祉サービスの提供体制の整備を進めるための計画です。 
 
＜具体的施策＞ 

・教育の充実及び交流・ふれあいの促進 
・障がい者の人権を尊重する教育・啓発の推進 
・障がい者に対する虐待防止対策や相談・支援体制の充実、権利擁護の推進 
 

主な事業（一部抜粋） 

 
 
 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

教育の充実及び

交流・ふれあいの

促進 

学 校 教 育 課 

特別支援学級と通常学級との交流や、特別支援

学校との交流、総合的な学習の時間でのアイマス

ク体験、白杖体験、車椅子体験などを実施した。 

障がいを理解し、障がい者を一緒に

生きる仲間として捉えることができるよ

うに指導した。 

障がい者の人権

を 尊 重 す る 教

育・啓発の推進 

 

社会福祉課 

 

障がい者への正しい理解と共生型サービスの実態

やその効果について、地域全体で学びを深めるため

市民や高齢者障がい者の支援者を対象としたしも

つけ福祉塾を開催した。令和 3 年度は新型コロナ

ウイルス感染症対策を講じながら、映画の上映会

という形式で実施した。 

① 映画「道草」上映会 6/30、48 名参加 

② 映画「だってしょうがないじゃない」上映会 

 12/7～9、計 46 名参加 

精神障がい者が地域で安心して

暮らすため、精神障がいについ

て正しい理解が深まるよう取り

組んだ。 

 

障がい者の権利

擁護の推進 
社会福祉課 

障がいについて、地域の人への普及・啓蒙のため地

域自立支援協議会と連携した啓発活動を行っ

た。 

障がい者週間でのパンフレットの掲示や配付をし

た。 

障がい者の権利擁護についての理解

を深めるよう取り組んだ。 

5.障がい者 
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○まとめ 

 障がい者に関する教育の充実については、学校教育にて、道徳や総合学習の時間に学習を行った。 

また、障がい者の人権尊重や権利擁護の推進を目的として、社会福祉課にて各種啓発活動を行ったほか、

高齢部門と共同で成年後見に関する相談会を開催した。 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 障がい者週間 啓発活動の様子（ヨークベニマル石橋店） 

図 しもつけ福祉塾（映画上映）の様子 



 
 

15 
 

 

図 映画「道草」上映会ポスター（表） 
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図 映画「道草」上映会ポスター（裏） 
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  差別や偏見を解消し、人権を尊重し合い共に生きる社会への理解を深めるため、児童生徒への外国

語教育の充実や市民への啓発活動を通して相互理解の促進に努めます。 
また、在住外国人が社会で孤立せず安心して生活できるよう、支援の充実や環境づくりを目指し、す

べての外国人と日本人が心豊かに暮らすことが出来る多文化共生社会の実現に努めます。 
 
＜具体的施策＞ 

・外国人が暮らしやすく活動しやすいまちづくりの推進 
・国際理解を深める教育・啓発の推進 
 

 主な事業（一部抜粋） 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

外国人が暮らし

やすく活動しやす

いまちづくりの推

進 

市 民 協 働

推進課 

新型コロナウイルス感染症対策として、 

・外国籍世帯主 576 名あてに、新型コロナウイ

ルス感染症相談ホットラインが記載された多言

語による案内はがきを送付した。 

・外国人が多く在籍する企業に県担当者ととも

に訪問しフォローアップを行った。 

・市 HP に新型コロナウイルス感染症対策の多

言語パンフレットが掲載された県 HP リンクを掲

載した。 

外国人の相談対応では、国際交流員

や語学が堪能な職員の対応のほか、国

際交流協会所有の翻訳機を貸し出すこ

とによって、適切に案内ができるよう努め

た。 

多言語での感染症対策情報の提供を

行い、外国語話者が感染症情報へアク

セスできるよう配慮した。 

国際理解を深め

る教育・啓発の

推進 

市民協働

推進課 

10 月に国際交流員が着任した。 

3 月のイースターに関連したドイツ文化体験を

2 回実施した。（イースターエッグカラーリング・イ

ースターのおいしい卵探し） 

家族で参加できるようなイベント内容と

し、老若男女を問わず国際交流に触れ

るきっかけ作りを行っている。 

 
 
○まとめ 

令和２年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の情報を外国籍の住民へも伝達できるようにした。

市民協働推進課にて感染症情報等の周知を行ったほか、ワクチン接種会場では、日本語の問診票の記入

が難しい市民に対し、各種言語での問診票の提供や、やさしい日本語での対応を行った。 

市民の国際感覚を深める取り組みについては、東京オリンピックにおけるキプロス共和国のホストタウン

として選手受け入れや各種交流事業を行ったほか、令和３年１０月から国際交流員が着任し、ドイツ文化体

験のイベントを実施した。 

 
 
 

6.外国人 
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図  国際交流員によるイベント（イースターのおいしい卵探し） 

図  外国籍世帯主あてに送付したハガキ 図  外国語の問診票 
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  偏見や差別意識を解消し、共に生きていくことの大切さを市民に伝えてくため、エイズやハンセン

病に関する正しい知識と理解の普及に努めるとともに、学校・地域・家庭が一体となった教育に取り組

みます。 
 
＜具体的施策＞ 

・エイズ教育（性教育）の推進と正しい知識の普及 
・ハンセン病に対する正しい知識の普及 
 

主な事業（一部抜粋） 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

エイズ教育（性

教育）の推進と

正しい知識の普

及 

学校教育課 

保健の授業や、健康教室等で正しい知識と

理解を深め、偏見や差別解消を図る指導を

行った。性に関する指導においても関連して扱

った。 

思春期講座の実施など外部機関と連携した

取組を行った。 

教職員が正しい理解のもとに、児童生

徒の発達段階に応じた指導ができるよ

う、国からの通知や資料を周知した。 

 
○まとめ 

エイズやハンセン病といった感染症に関する教育は、学校教育にて、児童生徒の発達段階に応じ、正し

い知識と理解を深められるよう指導を行った。また、健康増進課にて市民対象の健康診断を行う際、待合

スペースや検査会場等に HIV 等の無料検査方法を記載したパネルを掲示し周知した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.HIV 感染者等 

図  HIV 等の検査方法の周知（健康診断にて） 
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  個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解を深めるために、モラルをもった利用の推進を図り

ます。 
  個人、行政、企業等を問わず、他者の人権への配慮を心がけ、適切な情報管理の必要性や、ルールや

マナーの遵守の啓発、情報モラルの醸成を図ります。さらにインターネット上における差別的表現の流

布やプライバシーを侵害する情報については、法務局と連携して適切に対応します。 
 
＜具体的施策＞ 

・利用モラルの向上に向けた教育・啓発の推進 
・差別的表現への対応 
 

主な事業（一部抜粋） 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

利
用
モラル

の
向
上
に
向
けた

教育・

 
啓
発
の
推
進 

差
別
的
表
現
への

対
応 

学校教育課 

学校教育でのタブレット運用開始に際し、児童生徒にインターネット利用

上の注意事項等を記載した「私とタブレットの７つの約束」を児童・生徒

に配布し、インターネットを利用して他者の人権を侵害しないということを

含め、タブレット利用上の注意事項を学校から指導した。 

タブレットを使用する上で、人が

嫌がること・人を傷つけることはし

ないよう指導した。 

生涯学習

文化課 

人権教育講演会 

主催：下野市・下野市教育委員会 

日時：11/28（日） 

演題：インターネットに潜むワナ  

講師：スマイリーキクチ 氏 

対象：教育関係委員、PTA 会員、学校教職員、一般市民、行政職員 

参加者：74 名 

市民の人権保護に対する意識

向上のため開催した。 

また、とちぎ視聴覚障害者情報

センターへ要約筆記を依頼し

た。 

 
○まとめ  

インターネットに関する人権については、学校教育課や生涯学習文化課にて、児童・生徒や保護者を対

象にインターネットモラルについての指導を行った。令和３年度は学校教育でタブレット使用が開始された

ため、リーフレット「私とタブレットの７つの約束」を活用し特に重点的に指導を行った。 

また、生涯学習文化課にて市民対象の人権講演会「インターネットに潜むワナ」を開催し、インターネット

上での誹謗中傷等について考える機会を提供した。 

 
 
 

8.インターネットによる人権侵害 
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図 学校教育課リーフレット（児童・生徒へ配布） 
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図 人権教育講演会 チラシ 
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  時代や社会の変化の中で、配慮が求められる方々の人権が侵害されないよう正しい知識を身に付け

理解を深めるとともに、改めて「基本的人権の尊重」の原点に立ちかえり、互いを尊重し誰もが豊かな

生活を送れるよう教育・啓発活動に取り組みます。 
また、これらの人権問題や、今後の社会環境の変化等に伴い、新たに生じる人権問題については、あ

らゆる機会を通じて人権教育及び人権啓発の推進を図り、解決に努めます。 
 
＜具体的施策＞ 

・人権意識を持つ自立した人間形成へ導く人権教育や積極的な啓発の推進 
 
主な事業（一部抜粋） 

施策 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

人権意識を持

つ自立した人

間形成へ導く

人権教育や積

極的な啓発の

推進 

市民協働

推進課 

・男女共同参画週間パネル展において、ＬＧＢＴ等に

関するパネルを展示した。 

期間：6 月 1 日（火）～6 月 30 日（水） 

場所：市役所 1 階市民ロビー、Twitter 

・性の尊重を目的とし、男女共同参画推進セミナーを

実施した。 

実施日：3 月 23 日(水) 

テーマ：もっと話そう、性のこと 

来場者数：17 名 

感染症対策のため庁舎以外で

の展示を取り止め、Twitter でパ

ネル内容を掲載した。セミナーに

ついては、感染症の影響で講師

のみオンラインで実施した。セミナ

ーの主題は性教育についてであ

るが、身近にある様々な性のバイ

アスについて（性自認を含む）も

説明された。 

市民協働

推進課 

新型コロナウイルスワクチン接種から発生した「ワクチン・

ハラスメント」について、以下の方法で啓発を行った。 

・コミュニティラジオ「FM ゆうがお」に市民協働推進課職

員が出演し、「“ワクハラ”ってなに？-コロナワクチン接

種にかかわる人権問題-」の題で放送を行った。

（R3.7.28） 

・12 月の人権週間時に発行したリーフレットに、

「STOP!ワクチンハラスメント」の題で記事を掲載した。 

新型コロナウイルスワクチンに関し

て、接種は自分の意思に基づく

ため、強制や接種しないことに対

する差別、不当な取り扱いは許

されないこと等を周知した。 

 
○まとめ 

 性的マイノリティの人権に関して、市民協働推進課にてパネル展や性の尊重をテーマとしたセミナーの開

催など各種啓発を行った。また、これまでの新型コロナウイルス感染症患者や医療従事者等に対する差別

に加え、ワクチン接種を強制する等の「ワクチン・ハラスメント」が問題となったため、広報紙やコミュニティ

ラジオ等を活用し啓発を行った。 
 
 

 

9.その他の人権問題 
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図  人権週間リーフレット ワクチンハラスメント記事（抜粋） 

図 LGBT パネル（男女共同参画週間パネル展にて掲示） 
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重要課題  １．同和問題 

＜方針＞ 

① 差別意識の解消に向け、すべての人の基本的人権を尊重していくために、発達段階に即した人権教育・啓発に

取り組む。 

② 同和問題の解決を阻害する「えせ同和行為」を排除するため、積極的な情報提供に取り組むとともに、法務局や

警察等の関係機関との連携を通じて、被害の予防に努める。 

 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

人
権
一
般
の
普
遍
的
な
視
点
からの

人権教育・
 

啓
発
の
推
進 

学校や企業に

お け る 生 涯 学

習等のあらゆる

機会を通して教

育・ 啓発 活動

の推進を図り、

人権尊重の精

神を醸成する。 

市民協働

推進課 

「人権週間」期間（12/4～12/10）にあわせ、人権

擁護委員による小・中学生を対象とした人権啓発

講話を実施した。（市内 11 小学校・4 中学校） 

令和３年度は、校長懇談を希望した 2 校を除き、

残りの 13 校ではコロナウイルス禍においても音声放

送や Zoom 放送、集会にて委員から児童へ直接

人権講話を行うことができた。 

また、小中学生を対象に以下の啓発物品を配布

した。 

小学校：書道用半紙 11,000 枚 

中学校：作文用紙 4,000 枚、 

人権啓発ノート約 1,750 冊 

委員からは、「相手の嫌がること

はしないこと」「自分と相手との

違いを豊かさとして受け止めるこ

と」といった、人権問題全般に

通じる普遍的な事柄から、新

型コロナウイルス、インターネット

に関する人権問題といった昨今

問題になっている事柄まで、人

権教育担当教諭と相談の上

学校に合ったテーマで講話を行

った。 

市民の人権意識の高揚を目的とした人権啓発パ

ンフレットを作成し、広報 12 月号への掲載、各戸

配布、庁舎内への設置を行った。 

人権週間にあわせ、広報 12 月

号にて 1 ページを使った人権特

集を組み市内に広く啓発を行っ

た。 

学校教育課 

普段の学校生活における指導に加え、人権週間

における様々な取組により、児童生徒の人権尊重

の精神の醸成を図った。 

授業参観や学校・学年通信等をとおして学校で

推進する人権教育を紹介し、保護者と共通理解

のもとで人権教育を推進した。 

各学校において、人権教育担

当者を中心に、年間を通して

計画的に、さまざまな人権教育

に関するトピックを紹介した。 

市民、市職員

に対し、人権に

関する研修会

や講 演 会、講

座等の学習機

会の提供に努

める。 

市民協働

推進課 

人権意識の高揚を図るための講演会、研修会に

職員が参加した。 

主催：部落解放愛する会栃木県連合会 

○幹部職員研修：感染拡大防止のため中止 

○女性職員研修：感染拡大防止のため中止 

○一般職員研修：11/24(水)～11/25(木) 

職員４名出席 

（市民協働推進課３名 

生涯学習文化課 1 名） 

例年２日間泊まりがけでの参加だが、感染拡

大防止のため初日のみ日帰りで参加した。 

○人権問題講演会：感染拡大防止ため中止 

新型コロナウイルス感染拡大防

止のため研修会の多くが中止と

なったが、11 月の研修会には

日帰りで参加し、コロナ禍にお

いてもできる限り同和問題に関

する知識の習得と意識向上を

図った。 

資料 2 
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生涯学習

文化課 

市民や市職員を対象とした人権教育講演会や市

民人権講座を開催した。（詳細については各テー

マに関連のある重要課題部分に記載。） 

市民の人権保護に対する意識

向上のため開催した。 

また、人権教育講演会につい

てはとちぎ視聴覚障害者情報

センターへ要約筆記を依頼し

た。 

人
権
の
擁
護
のための

 

相
談
事
業
の
実
施 

人権擁護委員

及び関係機関

と連携した相談

業務を実施す

る。 

社会福祉

協議会 

人権擁護委員・民生委員等による相談業務（心

配ごと相談）を実施した。令和 3 年度については、

新型コロナウイルス感染症影響下においても感染

症対策を徹底し、通年で通常通りの相談業務を

行った。 

場所：ゆうゆう館 日程：毎月第 1・3 火曜日 

R３相談件数：39 件 

多方面にわたる相談に対応す

るため、相談員を民生委員、

主任児童委員、人権擁護委

員、行政相談員で構成してい

る。 

市民協働

推進課 

「人権週間」に合わせ、特設相談所（心配ごと相

談)を開設した。 

日程 12 月 7 日（火） 

場所 ゆうゆう館 

広報しもつけに掲載し、相談機

会の周知に努めた。 

えせ

同
和
行
為
対
応
に 

ついての

啓
発
推
進 

事業所、企業

への啓発に努め

る。 

商工観光課 

立地企業連絡協議会講演会・交流会において、

同和問題に関するパンフレットの配布を予定してい

たが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中

止となり、参加者へ配布することができなかった。 

新型コロナウイルス感染拡大防

止のため、講演会・交流会が

中止となり、パンフレットを配布

できなかったが、例年市、県、

国の支援制度のパンフレットを

参加者に配布している。 

関 係 機 関 と の

連携を図る。 

市民協働

推進課 

広報しもつけ 8 月号にて、えせ同和行為に関する

注意喚起文を掲載した。 

広報掲載について、表現に不

適切な点が無いか確認を行っ

ている。 

総務人事課 

他市町で不当要求等が発生した場合、下野警

察署より情報提供される体制となっている。また、

事例が発生した場合には、その旨報告を行う。令

和３年度は該当事例なし。 

情報共有により、他所での被

害を未然に防ぐ体制をとってい

る。 
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重要課題  ２．女性 

＜方針＞ 

① 「下野市男女共同参画プラン」に基づいて、関係機関等と連携を図りながら、性別による人権侵害の防止や固

定的役割分担意識の解消に向けた啓発活動を行うとともに、女性の参画や男女が共に働きやすい環境づくりを

促進する。 

② ＤＶやセクハラ等に関する人権侵害を防止するために関係機関と連携して、市民からの相談に応じるとともに、下

野市配偶者等からの暴力対策基本計画（DV 対策基本計画）に基づき、被害防止や被害者の保護に取り組む。 

 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

男
女
共
同
参
画
社
会
実
現
の
為
の
啓
発
活
動
の
推
進 

市内イベント、

講演会等にお

いて、男女共同

参 画 に 関 す る

情報提供、啓

発活動を推進

する。 

市民協働

推進課 

男女共同参画週間に関連して広報６月号で特

集記事を掲載し、パネル展を開催した。 

期間：6/1(火)～6/30(水) 

場所：市役所１階市民ロビー、Twitter 

周知：ホームページ、広報、メール配信 

感染症対策のため庁舎以外で

の展示を取りやめ、Twitter でパ

ネル内容を掲載した。（総インプ

レッション数 3,009 回） 

家庭での男女共同参画をテーマに啓発事業を

実施した。例年行っている男女共同参画の集い

in しもつけはコロナウイルス感染症対策のため中

止とし、以下の代替事業を実施した。 

「男女共同参画クロスワードパズル」 

募集期間：令和 3 年 6 月中 

応募数：計 40 名 

正解者全員に、賞品として道の駅しもつけの

商品券 500 円分と啓発品を送付した。 

また、性の尊重をテーマとした男女共同参画セミ

ナーを開催した。 

実施日：3 月 23 日(水) 

テーマ：もっと話そう、性のこと 

来場者数：17 名 

若年層が参加しやすい啓発事

業として男女共同参画クロスワ

ードパズルを実施した。男女共

同参画に関するキーワードを用

いたクロスワードパズルを解くこと

で、用語について自ら調べるとと

もに、市の男女共同参画啓発・

ＤＶ被害者支援事業について

知る機会とした。 

・広報紙の男女共同参画コーナーで年 6 回コラ

ムを掲載し、継続的啓発に努めた。 

・年 2 回、男女共同参画情報紙を発行し市内

公共施設、各戸及び中学生対象に配布した。 

・8 月発行第 26 号 夢、ないんですけど、いいで

すか？ 

・2 月発行第 27 号 自分らしさを見つけるヒント 

広報しもつけにおいて、時事を

取り入れたコラムを隔月で掲載

し、男女共同参画の啓発を実

施した。また、市民より公募した

男女共同参画情報紙編集委

員とともに、情報紙発行により

広い年齢層に向け多角的な視

点からの男女共同参画の啓発

に取り組んだ。 

女 性 に 対 す る

暴力を許さない

社会環境づくり

へ の 啓 発 を 推

進する。 

こども福祉課 

DV ホットラインを 2 名の女性相談員により実施

した。 

また、こども福祉課内の「家庭相談グループ」が

DV 相談等に対応している。 

（参考 DV 相談件数 R3：７１件） 

相談員に女性 2 名を配置し、

不在の場合でも女性職員が対

応する、来庁の際は個室に案

内するなど相談しやすい環境づ

くりに配慮した。 
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あらゆるハラスメ

ントやストーカー

防止のための啓

発を推進 

する。 

市民協働

推進課 

広報紙コラム 12 月号「職場のハラスメント撲滅

月間」で、職場におけるハラスメント対策の義務

化を周知した。また、下野市ワーク・ライフ・バラン

ス推進事業所認定制度では、ハラスメント対策

の取組を認定の要素に含めている。 

広報等を活用し、ハラスメント対

策の取組が必要であることを労

使ともに周知した。 

その他 
社会福祉

協議会 

経済的理由等により生理用品が入手困難な方

に対して生理用品の無償配布を行った。 

配布場所：社会福祉課、こども福祉課、市民協

働推進課、市立図書館（石橋、国分寺、南河

内）、ゆうゆう館、市内全小中学校（15 校） 

R3 実績  

・窓口配布 37 セット（昼用夜用各 1 パック入） 

・各学校 1 ケース（1 パック 22 枚×36 パック） 

希望者は、窓口にて意思表示

カードや HP のお知らせ等を提示

することにより、意思表示ができ

るようにした。また、女性職員が

対応するようにした。 
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重要課題  ３．子ども 

＜方針＞ 

① 近年の子ども・子育てを取り巻く環境の変化等を踏まえ、「子育て応援しもつけっ子プラン」に基づいて地域・家

庭・学校と連携した子どもの健やかな育ちと子育てを社会全体で支援する環境づくりに努め、子どもの人権を尊

重する教育及び啓発の推進を図り、いじめ・暴力等の問題に対する取組を推進する。 

② 児童虐待への対応について、関係行政機関・学校・家庭・地域社会等との連携により、虐待防止及び要保護

児童対策に取り組む。 

 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

子
どもの

人
権
を
尊
重
する

教育・

 
啓
発
の
推
進 

市 民 に 対 す る

「子どもの権利

条約」の趣旨や

理念及び内容

の 普 及 に 努 め

る。 

こども福祉課 

児童虐待防止の為オレンジリボンキャンペーン事業（8

～11 月）として啓発グッズを作成し、市役所、児童館

等の各施設窓口に設置し配布した。 

 

※新型コロナウイルス感染拡大により、例年開催して

いる講演会や、イベント参加による啓発活動は実施を

見送った。 

児童虐待防止のため、要

保護児童地域対策協議

会において、警察、医療

機関、児童相談所、民

生・児童委員、学校・教

育委員会、保健福祉機

関等の地域ネットワークの

推進に努めた。 

また、地域全体で児童を

見守りする関係づくりのた

めにオレンジリボンキャンペ

ーン事業を実施した。 

生涯学習

文化課 

市民人権講座（全 3 回） 

第 1 回（子どもの人権） 

日時：12/7（火）  

テーマ：「子どもの心に寄り添って～チャイルドラインの活

動を通じてみえる子どもの現状と課題～」 

講師：松江 比佐子 氏（認定 NPO 法人チャイルドラ

インとちぎ理事長） 

参加者：38 名 

最近の社会課題となって

いる人権問題に焦点をあ

て、市民を対象とした人権

意識向上のための学習機

会を提供した。 

下都賀地区人権フォーラムについて周知し参加を促

進したが、新型コロナウイルス感染拡大のため講演自

体は中止となった。 

日時：5/31（月） 

演題：SDGｓと子どもの人権 

講師：野田 真里 氏（茨城大学人文社会科学部

社会科学領域准教授） 

県主催事業につき省略 
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人権尊重、生

命尊重の精神

の育成に取り組

み、個性を生か

す教育の推進

を図る。 

 

 

学校教育課 

コロナ禍においても、子ども未来プロジェクトの活動を

通して、何らかの形で「つながり」を持つことを意識した

実践に取り組み、いじめをしない・させない・見逃さない

雰囲気づくりに努めた。 

中学生の代表による３回

の話合い（オンライン開催）

では、生徒が自ら自分たち

の課題を解決できるよう促

した。 

市民協働

推進課 

「人権の花」運動を実施した。 

児童が協力して花を栽培することにより、児童の思い

やりの心を育てるという趣旨の運動であり、人権擁護

委員の講話及び花の贈呈を行っている。令和 2 年度

は新型コロナウイルス感染症の影響により 12 月の学

校訪問と抱き合わせて行ったが、令和 3 年度は通常

通り実施できた。 

配布物：花の苗、看板、花用の土 

11/18 祇園小 

11/19 国分寺東小 

12/1 吉田東小 

12/7 薬師寺小・古山小・国分寺小 

12/8 細谷小・緑小 

12/9 石橋小・吉田西小 

12/10 石橋北小 

新型コロナウイルス感染症

対策のうえ、学校ごとに集

会・Zoom・校内放送など

の形式で実施した。小学

生が理解しやすいよう、講

話の中で質問を投げかけ

て答えてもらったり、音楽を

流すなど、各委員が工夫

して行っている。 

子
どもに

対
する

虐待、

いじめ、

不
登
校
の 

防止・

 

解
消
を
目
指
した

相談・

 
支
援
体
制
の
充
実 

学校をはじめと

し て 地 域 や 関

係機関と密接

な連携を図り、

早期 発見・ 早

期対応に努め

る。 

こども福祉課 

要保護児童の早期発見及びその適切な保護又は要

支援児童への適切な支援を図るため、要保護児童

対策地域協議会を設置し、関係機関、団体等と情

報や考え方を共有し、事業を進めた。 

代表者会議：年 2 回（6/28、10/21） 

実務者会議：全体会年 1 回（6/29） 

進行管理部会年 4 回 

（6/29、10/8、12/17、3/18） 

・受理会議 50 回 

・個別ケース検討会議 31 回 

・定期学校訪問 各小中学校年５回 

参考 虐待通告件数 Ｒ３：８１件 

※虐待否定・再通告含む 

要保護児童対策地域協

議会において、警察、医

療機関、児童相談所、民

生・児童委員、学校・教

育委員会、保健福祉機

関等の地域ネットワークの

推進と、相談が適切な機

関に繋がるよう、より一層

の連携強化に努めた。 

学校教育課 

学校教育サポートセンターの巡回訪問により、学校と

の情報交換を密に行った。 

家庭訪問では、なるべく複

数で訪問し、情報が固定

化しないよう努めた。 

各学校にて、アンケート調査による問題（いじめ）の把

握、担任による児童生徒一人ひとりの教育相談（年 2

～3 回）を行った。 

アンケート調査の自由記

述欄に記入している子が

周囲に分からないよう、全

員に何かを書かせる工夫

を行った。 

子
どもの

人
権
を
尊
重
する

教育・

 

啓
発
の
推
進 
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健康増進課 

妊娠届出時は全妊婦に対し、出生届時には全保護

者に対して、保健師又は助産師の面接の継続実施

を行った。支援の必要な方に対しては、保健師及び心

理職が面接・訪問指導を継続実施し、早期から関係

機関とも情報及び支援方針の共有を図った。 

【妊娠届出時面接数】 444 件 

【出生届出時面接数】 424 件 

乳幼児健診においても、虐待の早期発見又は予防

対策としての視点で、子育てアンケートの継続及び心

理職による子育て相談を実施した。 

【心理職による個別相談数】 

1 歳 6 か月児健康診査 40 件 

3 歳児健康診査     45 件 

妊娠届出時の面接や乳

幼児健診時の子育てアン

ケートを行うことにより、児

童虐待の予防、早期発

見・早期介入につながって

いる。 

支援の必要な方に対して

は、本人の都合の良い時

間や場所で電話、面接、

家庭訪問を行うといった配

慮をした。 

市民協働

推進課 

人権擁護委員および法務局と連携し、「子どもの人

権 SOS ミニレター」を配布・周知した。(配布：6 月 市

内 11 小学校・4 中学校・1 特別支援学校) 

6 月及び 12 月の学校訪

問にて、委員講話の中で

SOS ミニレターについて周

知を行い、困った時の相談

手段として利用を意識付

けている。 

学校サポートセ

ンターの活動や

スクールカウンセ

ラー等の 

相 談 員 に よ る

相談体制の充

実を図る。 

学校教育課 

児童生徒の臨床心理に関して、専門的な知識・経験

を有するスクールカウンセラーを 4 名中学校に配置し、

小学校へも定期的に訪問することで教育相談体制の

充実を図った。 

スクールカウンセラーと保護

者との面談内容、検査の

結果等は、保護者の同意

を得てから学校関係者に

伝える体制をとった。 

教育相談員の配置：学校教育サポートセンターに心

理士 3 名、コーディネーター1 名、ケースワーカー2 名、

適応指導教室相談員 3 名、特別支援・就学相談員

２名、児童生徒相談員 1 名を配置した。 

様々な有識者でメンバー

を構成することにより、多

角的、多面的に考えて相

談に応じ、支援を継続す

ることに努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 を は じ

めとして地域

や関係機関

と密接な連

携 を 図 り 、

早期発見・

早期対応に

努める。 

子
どもに

対
する

虐待、

いじめ、

不
登
校
の 

防止・

 

解
消
を
目
指
した

相談・

 

支
援
体
制
の
充
実 
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重要課題  ４．高齢者 

＜方針＞ 

① 高齢者の自立支援と生きがいづくりを促進するため、「下野市高齢者保健福祉計画」に基づき、生涯を通じて学

習できる機会の確保や積極的に社会活動へ参加できる環境づくりの推進に努める。 

② 多様なサービスを提供する地域の支え合いの体制づくりを推進し、高齢者との交流等による福祉教育を充実、高

齢者の人権に関する教育・啓発活動を推進する。 

③ 関係機関・団体と連携し、認知症高齢者等の権利の擁護及び高齢者虐待を防止するための対策に取り組む。 

 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

介
護
や
福
祉
の
問
題
や、

高
齢
者
の
理
解
に
関
する

教育・

 

啓
発
活
動
の
推
進 

すべての世代が

支え合う意識の

醸成を図り、高

齢者の人権問

題 に 関 す る 教

育や啓発を推

進する。 

学校教育課 

学校教育において、児童生徒の発達段階

に即しながら、特別活動や総合的な学習

の時間等で高齢者福祉施設等を訪問した

り、生活科で高齢者を招いて交流を行っ

た。これらを通して人権尊重についての理

解を深めた。また各教科等の年間指導計

画に「直接的指導」を位置づけ、計画的に

人権教育を展開した。 

市人権研修会を実施し、市内各学

校の人権教育全体計画が適切に位

置付けられているか、確認した。 

高齢福祉課 

・認知症に対する理解を深めるための認知

症サポーター養成講座を、地域ふれあいサ

ロンや企業、大学生を対象に実施した。 

開催回数：7 回 受講者数：211 人 

 

・認知症サポーター養成講座受講修了者

（希望者）を対象にした認知症サポータース

テップアップ講座は新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、人数制限等の感染対

策を講じながら開催した。 

開催回数：1 回 受講者数：16 人 

第 1 部：座学 第 2 部：オレンジカフェ参加 

新型コロナウイルス感染拡大状況を

考慮しながら事業を実施した。 

認知症の人と家族を支えるためには、

認知症に対する正しい理解と地域の

見守りが不可欠であり、それを促進す

るために認知症サポーターの養成を行

った。また、ステップアップ講座修了者

等がさらに認知症理解を深め、ボラン

ティアとして活躍できる場を積極的に

周知している。 

認知症の方やその家族、地域住民などが

集える場として、認知症カフェ（オレンジカフ

ェ）を認知症家族の会しもつけ及びチームオ

レンジしもつけに運営委託し、認知症への

理解をさらに深めた。 

オレンジカフェ 4 か所 

(全 36 回開催、参加延べ人数 461 人) 

新型コロナウイルス感染拡大状況を

考慮しながら事業実施した。 

カフェを開催する中で、地域住民、ボ

ランティア等の参加も多く、認知症理

解に加え、認知症本人や家族の温か

い交流の場になっている。 
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施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

高
齢
者
に
対
する

虐
待
防
止
対
策
や
相談・

 

支
援
体
制
の
充実、権利擁護

の
推
進 

認知症高齢者

への対応や、虐

待の早期発見

及 び 早 期 対

応、防止対策

を推進する。 

高齢福祉課 

各地域包括支援センターと連携し、虐待が

疑われるような世帯の本人の意向及び養

護者からニーズを聞き取りし、各種サービス

の利用を支援した。 

養護者の思いと高齢者本人の意思

決定を尊重した支援を心掛けた。 

高齢者見守りネットワーク事業推進研修

会をオンライン形式により令和４年２月 17

日（木）に開催した。 

参加者：協定事業所、石橋消防署、配食

サービス事業所、社会福祉協議会、生活

支援コーディネーター、包括支援センター、

民生委員児童委員、消費生活センター、

安全安心課（県警出向職員）＿計 24 名 

高齢者の方が安心して暮らしていくた

めには、地域の住民や事業所の方々

のさりげない見守りが必要となる。研

修会を開催することで見守りに関する

趣旨確認、課題の共有を図り、ネット

ワーク強化に努めた。また、県警出向

職員より講話を受け詐欺の抑止対

策についての啓発に取り組み、高齢

者の権利擁護活動に努めた。 

高齢者虐待ネットワーク運営委員会を開

催予定していたが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため書面開催とした。 

対象：運営委員（民生委員、自治会連合

会、小山地区医師会、市内介護支援事

業所、市内介護関係施設、下野警察

署、石橋消防署、司法書士会、宇都宮

地方法務局栃木支局、栃木県県南健康

福祉センター、消費生活センター、下野市

社会福祉協議会、下野市地域包括支援

センター の各代表者、下野市健康福祉

部長） 

高齢者虐待対応状況について、情

報共有し、関係者間で虐待防止及

び早期発見対応に結び付ける取り組

みについて意見交換を実施した。 

認知症高齢者

等の権利侵害

や虐待防止の

ための取組、支

援するための成

年後見制度や

権利擁護を促

進する。 

高齢福祉課 

包括支援センターにおいて、権利擁護の相

談対応及び家族介護者等への支援を継

続実施した。 

高齢者の置かれている現状について

情報共有を図り、高齢者自身の権

利の養護及び養護者支援に努めた。 

成年後見制度利用に関するパンフレット等

を活用しながら、高齢福祉課及び地域包

括支援センターにおいて相談対応等を行っ

た。 

身寄りのない認知症高齢者や経済的虐

待を受けている高齢者に対し市長申立て

の支援を検討し、低所得者の市長申立て

経費や後見人等の報酬の助成を継続し

た。社会福祉士による「成年後見制度な

んでも相談会」を奇数月に実施した。 

判断能力の低下した高齢者に対し、

高齢者本人に不利益が生じないよ

う、権利を擁護するため、成年後見

制度の利用支援を行った。 

状況により匿名での相談対応を行っ

た。 
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重要課題  ５．障がい者 

＜方針＞ 

① 「下野市障がい者福祉計画」に基づき、関係機関との連携を図りながら、障がいのあるなしにかかわらず、すべての

市民がお互いに人権と個性を尊重しながらともに生きるまちの実現を目指す。 

② 障がい者に対する人権侵害や差別等解消のための教育や啓発の推進、雇用・就業の促進、障がい者の権利を

守る相談体制の充実に努める。 

③ 障がい者の自立と社会参加を促進するため、必要とする福祉サービスや支援の充実を図る。 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

教
育
の
充
実
及
び
交流・

 

触
れ
合
いの

促
進 

学校教育や生

涯 学 習 に お い

て、福祉教育の

充実を図る。 

学校教育課 

児童生徒の発達段階に即しながら、教科指

導・特別活動・道徳、総合的な学習の時間等

を通じて、障がい者の人権尊重や正しい知識

について理解を深めた。各教科等の年間計画

に「直接的指導」を位置づけ、計画的に人権

教育を展開した。 

市人権教育研修会や学校訪問

の際に、市内各学校の人権教育

計画や学習指導案に適切に位

置付けられているか確認した。 

特別支援学級と通常学級との交流や、特別

支援学校との交流、総合的な学習の時間で

のアイマスク体験、白杖体験、車椅子体験な

どを実施した。 

障がいを理解し、障がい者を一緒

に生きる仲間として捉えることがで

きるように指導した。 

スポーツや文化

活動、各種イベ

ント等を通じて

障がいのある方

との交流を促進

する。 

高齢福祉課 

高齢者及び障がい者、子ども達が一堂に会し

て交流する機会として、ふれあい福祉運動会を

10 月に実施する予定だったが、新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため中止とした。 

― 

社会福祉課 
県や社会福祉協議会との共催行事への参加

を促し、交流の機会を推進した。 

聴覚障がい者等が参加しやす

いよう、手話通訳者の派遣な

ど情報支援を行った。 

障
がい

者
の
人
権
を
尊
重
する

 

教育・

 

啓
発
の
推
進 

障 が い 及 び 障

がい者について

の正しい認識と

理解を深め、人

権侵害を防止

するための情報

提供や啓発活

動を推進する。 

社会福祉課 

心の病気について理解を深め、精神障がい者

に寄り添うことを目的として、障がい福祉セミナ

ーを開催した。例年市民を対象に、精神科医

師の講義や精神科病棟の見学等を含んだセミ

ナーを開催していたが、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため内容や対象者を変更した。下

野市障がい児者相談支援センターが講師とな

って実施した。 

①「市障がい児者相談支援センターの業務と

障がいについて」5/25、職員 28 名参加 

②「メンタルヘルスについて」11/5、市職員・民

生委員 24 名参加 

精神障がい者が地域で安心し

て暮らすため、精神障がいに

ついて正しい理解が深まるよ

う取り組んだ。 

障がい者への正しい理解と共生型サービスの

実態やその効果について、地域全体で学びを

深めるため市民や高齢者障がい者の支援者を

対象としたしもつけ福祉塾を開催した。令和 3

年度は新型コロナウイルス感染対策を講じなが

ら、映画の上映会という形式で実施した。 

① 映画「道草」上映会 6/30、48 名参加 

② 映画「だってしょうがないじゃない」上映会

12/7～9、計 46 名参加 

精神障がい者が地域で安心し

て暮らすため、精神障がいに

ついて正しい理解が深まるよ

う取り組んだ。 
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交流事業や講

座等を通して市

民の人権意識

の高揚を図る。 

地域活動支援センターゆうがおにおいて、精神

障がい者の理解をさらに深めるための体験機

会の場などの提供を実施しているが、令和3年

度は新型コロナウイルスにより中止した。 

精神障がい者が地域で安心し

て暮らすため、精神障がいに

ついて正しい理解が深まるよ

う取り組んだ。 

障
がい

者
に
対
する

虐
待
防
止
対
策
や 

相談・

 

支
援
体
制
の
充実、権利擁護

の
推
進 

虐待の早期発

見及び早期対

応、防止対策

を 推 進 、 相 談

事 業 な ど の 支

援体制の充実

を図る。 

社会福祉課 

障がい者相談支援機関と連携し、虐待防止

に努めた。 

また、地域自立支援協議会において、虐待対

応事例の対応状況について報告した。 

 

障がい者が住み慣れた場所で安

心して暮らすため、家族や施設職

員など、障がい者にとって身近な

支援者に対する理解促進を図っ

た。 

障 が い 者 の 権

利擁護を促進

する。 

障がいについて、地域の人への普及・啓蒙のた

め地域自立支援協議会と連携した啓発活動

を行った。 

障がい者週間でのパンフレットの掲示や配付を

した。 

障がい者の権利擁護についての

理解を深めるよう取り組んだ。 

成年後見に関する相談会を高齢部門と共同

で開催。 

5/28、7/16、11/26、12/24、1/28、3/18 

（原則奇数月第３金曜日） 

障害者虐待防止法及び障害者差別解消法

に関するに関するチラシを啓発品（防災用ウェッ

トティッシュ）とともに障害者週間・しもつけ福祉

ウィークにて 400 個配布した。また、市内の銀

行・郵便局・公民館等にて 600 個配布した。 
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重要課題  ６．外国人 

＜方針＞ 

① 差別や偏見を解消し、人権を尊重し合い共に生きる社会への理解を深めるため、児童生徒への外国語教育の

充実や市民への啓発活動を通して相互理解の促進に努める。 

② 在住外国人が社会で孤立せず安心して生活できるよう、支援の充実や環境づくりを目指し、すべての外国人と日

本人が心豊かに暮らすことが出来る多文化共生社会の実現に努める。 

 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

外
国
人
が
暮
らしやすく

活
動
しやすいまちづく

推
進 

日本語教室等

の交流事業を

推進することで

日本語学習す

る機会の拡充

を図る。 

市民協働

推進課 

国際交流協会において、ボランティア講師

が市内および近隣市町に住む外国人に日

本語を教えている。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

令和３年度は全ての教室を中止した。 

（例年）ボランティア講師が市内及び

近隣市町に住む外国人に日本語を

教えている。男女のボランティア講師

がおり、受講しやすい雰囲気づくりに

努めている。 

日本語スピーチ発表会を開催し、日本語

教室に通っている在住外国人の日頃の学

習の成果と日本で生活する上での感想を

発表する場を設けている。 

令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止した。 

（例年）当日のプログラムに読み仮名

を使用し、外国人にも伝わりやすいよ

うに配慮している。また、発表者と来

場者とが楽しめるアトラクション・茶話

会を行い、相互理解と交流の機会を

設けている。 

在住外国人と日本人の交流を促進するた

めティーパーティーを開催し、日本語教室で

学習している在住外国人を招待することに

より、地域住民と外国人の交流の場を設け

ている。 

令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大

防止のため中止した。 

（例年）夏は外国文化の理解、冬は

日本文化の理解をテーマに設定し、

ゲームや浴衣体験による交流を行っ

ている。 

日本語教室の外国人には積極的に

声掛けを行っている。 

行政サービス等

生活に必要な

情報について多

言 語 に よ る 情

報提供の促進

に努める。 

総合政策課 

市ホームページを H28 年 3 月にリニューアル

し、Google 翻訳を採用した。現在 108 か

国語に対応している。 

また、令和元年 11 月から市ホームページな

どの PDF ファイルを多言語化し、音声読み

上げによる閲覧に対応する、多言語自動

翻訳ツール「カタログポケット」の運用を開始

した。 

多言語自動翻訳機能ツールを導入

し、英語・韓国語・タイ語・スペイン

語・中国語簡体字・中国語繁体字・

ポルトガル語・インドネシア語・ベトナム

語の音声読み上げ機能を追加した。 

市民協働

推進課 

(公財)栃木県国際交流協会において、多

言語による相談事業を実施している。在住

外国人から相談があった際には、本事業を

紹介した。 

また、新型コロナウイルス感染症対策として 

・外国籍世帯主 576 名あてに、新型コロナ

ウイルス感染症相談ホットラインが記載され

た多言語による案内はがきを送付した。 

・外国人が多く在籍する企業に県担当者と

ともに訪問しフォローアップを行った。 

・新型コロナウイルス感染症の多言語パンフ

レットが掲載された県 HP リンクを掲載した。 

外国人の相談対応では、国際交流

員や語学が堪能な職員の対応のほ

か、国際交流協会所有の翻訳機を

貸し出すことによって、適切に案内が

できるよう努めた。 

多言語での感染症対策情報の提供

を行い、外国語話者が感染症情報

へアクセスできるよう配慮した。 
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施策 内容 担当課 R3 実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

国
際
理
解
を
深
める

教育・

 

啓
発
の
推
進 

国際理解のた

めの国際交流

員によるイベン

ト や 講 座 等 の

開催・周知に努

める。 

市民協働

推進課 

ドイツ国籍の国際交流員を配置し、市内

保育園及び市内外の小中学校と、公民

館講座の高齢者学級からの派遣要請に

応じて、国際理解のための授業や講座を

行っている。 

新型コロナウイルス感染症の影響により国

際交流員の着任が 1 年遅れたが、令和 3

年 10 月に着任することができた。 

市内外を問わず、また保育園児から

高齢者までを対象として、地域におけ

る国際理解の推進を図っている。 

国際交流員によるアドヴェンツカレンダー作

りや料理教室等のイベントを開催している。

令和 3 年度は 3 月のイースターに関連した

ドイツ文化体験を 2 回実施した（イースター

エッグカラーリング・イースターのおいしい卵探

し） 

家族で参加できるようなイベント内容

とし、老若男女を問わず国際交流に

触れるきっかけ作りを行っている。 

学校教育や生

涯学習において

国際理解を図

る 授 業 、 講 座

等の充実に努

め啓発活動を

推進する。 

子連れの方でも気軽に英語を通して交流

できるママパパ English サロンを月に 1 回開

催した。 

大人の参加だけではなく、乳幼児を

連れての参加も可とし、他の参加者

に気兼ねすることなく英会話に触れる

機会を提供している。厳重な感染防

止対策を行ったうえ実施した。 

姉妹都市との交流促進及び次代を担う青

少年の国際感覚の醸成を目的として、姉

妹都市へ中学生を派遣している。 

中学生海外派遣事業（3 年に 1 度）ならび

に姉妹都市締結 45 周年記念訪問団受

入事業について、新型コロナウイルス感染

拡大を受け、令和 2 年度予定を令和 3 年

度へ延期としたが、それも中止とし、代替事

業として「下野市中学生国際交流英語コ

ンクール」を実施した。中学 3 年生を対象

に、下野市を絵や写真と英語で海外に紹

介する作品を募集し、222 点の応募があっ

た。応募者全員に記念品を贈呈し、入賞

者 21 人を表彰した。交流の一環として、

222 点すべての作品データをドイツへメール

にて送付した。 

「下野市中学生国際交流英語コンク

ール」について、夏休みの作品募集と

して、対象者全員に強制させることな

く、応募希望者が応募する形式とし

た。作品の表記は英語としたものの、

絵または写真の選択制とし、絵や写

真がない英語のみの作品でも受け付

けることとした。ドイツへのデータ送信は

入賞者だけに限定せず、すべての作

品とした。 

学校教育課 

ALT（外国人外国語指導助手）は市内中

学校 4 校全てと、小学校 2 校を拠点校と

して配置している。JTE（日本人外国語指

導助手）3 名は全校に派遣し、児童生徒

の英語力向上を図るとともに、外国の生活

や文化を理解する時間となるようにした。 

国による文化の違いなどを認め合い

ながら活動できるよう工夫した。 

各教科や道徳等で外国人の人権問題に

関する内容を取り扱い、理解を深めた。 

差別や偏見の意識をもたぬよう指導

の工夫を行った。 
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生涯学習

文化課 

市民人権講座（全 3 回） 

第 3 回（多文化共生） 

日時：12/17（金）  

テーマ：「あなたのそばの 小さなグローバル」 

講師：若林 秀樹 氏（宇都宮大学国際

学部客員准教授） 

参加者：32 名 

最近の社会課題となっている人権問

題に焦点をあて、市民を対象とした人

権意識向上のための学習機会を提

供した。 

総合政策

課 

東京 2020 オリンピックにおいて、キプロス共

和国のホストタウンとして、事前キャンプの受

け入れを実施した（7/14～7/23）。 

また、選手団と市民との交流事業として、

通訳ボランティアや大松山運動公園陸上

競技場の観覧席での見学（延べ 519 名が

参加）、市内陸上クラブの子どもたちとのオ

ンラインによる交流、広報での「キプロス通

信」の連載などを実施し、多文化理解を促

進した。 

オリンピック開催による国際交流の機

運の高まりに乗じ、市民が他国の文

化を理解する機会となるようにした。 

 

国
際
理
解
を
深
める

教育・

 

啓
発
の
推
進 

学校教育や

生涯学習に

お い て 国 際

理 解 を 図 る

授業 、 講座

等 の 充 実 に

努め啓発活

動 を 推 進 す

る。 
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重要課題  7.HIV 感染者等 

＜方針＞ 

偏見や差別意識を解消し、共に生きていくことの大切さを市民に伝えていくため、エイズやハンセン病に関する正しい知

識と理解の普及に努めるとともに、学校・地域・家庭が一体となった教育に取り組む。 

 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

エイズ

教
育(

性
教
育)

の 

推
進
と
正
しい

知
識
の
普
及 

エイズに関する

正 し い 知 識 と

理解 の 普及・

広報活動の充

実を図る。 

健康増進課 

集団検診の会場となる保健福祉センター

等の市内２か所において、栃木県県南健

康福祉センターで実施している「HIV 抗体

検査」の周知を図った。 

電話等で相談があった場合も、プライ

バシーに配慮し無料・匿名で HIV 抗

体検査が受けられる旨を案内した。 

学校教育課 

保健の授業や、健康教室等で正しい知識

と理解を深め、偏見や差別解消を図る指

導を行った。性に関する指導においても関

連して扱った。 

思春期講座の実施など外部機関と連携

した取組を行った。 

教職員が正しい理解のもとに、児童

生徒の発達段階に応じた指導がで

きるよう、国からの通知や資料を周知

した。 

ハンセン

病
に
対
する

 

正
しい

知
識
の
普
及 

ハンセン病に関

す る 正 し い 知

識と理解の普

及・広報活動

の充実を図る。 
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重要課題  8. インターネットによる人権侵害 

＜方針＞ 

① 個人のプライバシーや名誉に関する正しい理解を深めるためにモラルをもった利用の推進を図る。 

② 個人、行政、企業等を問わず、他者の人権への配慮を心がけ、適切な情報管理の必要性や、ルールやマナーの

遵守の啓発、情報モラルの醸成を図る。さらにインターネット上における差別的表現の流布やプライバシーを侵害

する情報については、法務局と連携して適切に対応する。 

 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

利
用
モラル

の
向
上
に
向
けた

教育・

 

啓
発
の
推
進 

情報教育を通

じたメディア・リテ

ラシーの育成を

図る。 

学校教育課 

スマートフォンや携帯型ゲーム機等を介した

インターネット上のトラブルを未然に防ぐた

め、家庭との連携を深めながら情報モラル

の指導の徹底を図った。それに加えて、教

職員の情報モラルの指導力向上を図るた

めの公開授業を行い、取組を他の学校へ

も広めた。 

全校にて情報モラル教育を教育課程

に位置付け、スマートフォン等を間違

って使えば人権を侵害することになる

ことを学習する機会を設定した。 

学校教育や生

涯学習における

啓発活動や講

座・講演会等を

推進する。 

インターネットの利用方法の注意事項等を

まとめた「ネット利用の当たり前 ４つの大丈

夫？」（H29.1 作成）のリーフレットの活用を

図った。それにより児童生徒ならびに保護

者を巻き込んで、家庭での約束づくりをとお

して、インターネットを安心・安全に使用して

いけるように啓発を行った。 

また、学校教育でのタブレット運用開始に

際し、児童生徒にインターネット利用上の

注意事項等を記載した「私とタブレットの７

つの約束」を児童・生徒に配布し、インター

ネットを利用して他者の人権を侵害しない

ということを含め、タブレット利用上の注意事

項を学校から指導した。 

リーフレットのダイジェスト版を全校児

童生徒に配布し、家庭でのルールを

決める活動を通して、自分の生活を

振り返るようにした。 

タブレットを使用する上で、人が嫌が

ること・人を傷つけることはしないよう指

導した。 

市民協働

推進課 

12 月に実施した人権擁護委員による学校

訪問において、学校の希望に応じて「インタ

ーネットに関連した人権問題」についての講

話を委員が行った。 

インターネット上に個人情報を載せな

いこと、トラブルがあった際はすぐにおう

ちの方に相談すること等、インターネッ

ト利用上のモラルを小学生にわかりや

すい言葉で伝えた。 
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生涯学習

文化課 

市内小中学生と保護者を対象に、「親子

学び合い事業（ネット時代の歩き方講習

会）」を実施した。 

実施主体：栃木県青少年育成県民会

議、下野市青少年育成市民会議 

【南河内第二中学校】 

開催日：6/9（水） 

参加者：全校生 274 名、保護者 20 名 

【緑小学校】 

開催日：6/17（木） 

参加者：6 年生 32 名、保護者 32 名 

【古山小学校】 

開催日：6/29（火） 

参加者：6 年生 78 名、保護者 32 名 

【南河内中学校】 

開催日：6/29（火） 

参加者：1 年生 96 名、保護者 58 名 

【国分寺中学校】 

開催日：7/5（月） 

参加者：全校生 465 名、保護者 32 名 

【細谷小学校】 

開催日：7/7（水） 

参加者：全校生 48 名、保護者 30 名 

【吉田西小学校】 

開催日：7/7（水） 

参加者：5,6 年生 28 名、保護者 16 名 

【石橋中学校】 

開催日：7/7（水） 

参加者：全校生 596 名、保護者 46 名 

【薬師寺小学校】 

開催日：7/16（金） 

参加者：5 年生 65 名、保護者 41 名 

【国分寺東小学校】 

開催日：12/1（水） 

参加者：5,6 年生 109 名、保護者 20 名 

【石橋小学校】 

開催日：1/25（火） 

参加者：5 年生 70 名、保護者 12 名 

インターネットに対する考えを深め、利

用における様々な課題を学ぶ機会を

提供した。 

人権教育講演会 

主催：下野市・下野市教育委員会 

日時：11/28（日） 

演題：インターネットに潜むワナ  

講師：スマイリーキクチ 氏 

対象：各委員（人権擁護・人権推進審議

会・民生・教育・社会教育・公民館運営

審議会・図書館協議会・ふれあい学習推

進協議会）、PTA 会員、学校教職員、一

般市民、行政職員  

参加者：74 名 

市民の人権保護に対する意識向上

のため開催した。 

また、とちぎ視聴覚障害者情報センタ

ーへ要約筆記を依頼した。 

学校教育や

生 涯 学 習 に

おける啓発活

動や講座・講

演 会 等 を 推

進する。 

利
用
モラル

の
向
上
に
向
けた

教育・

 

啓
発
の
推
進 
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差
別
的
表
現 

への

対
応 

法務局等関係

機関との連携を

図る。 

市民協働

推進課 

インターネット上の差別的表現について把

握した場合、宇都宮地方法務局に報告し

対応を依頼することとしている。 

R3 の差別的表現の報告は 0 件。 

法務局および人権擁護委員との研

修等に参加し、情報共有を行ってい

る。 
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重要課題  9. その他の人権問題 

＜方針＞ 

① 性的マイノリティ（LGBT・性同一性障がい者等）の方 

② 被災時（あるいは避難所で）、高齢者や障がい者等、特別な配慮を必要とする方 

③ 福島第１原子力発電所事故により被災された方 

④ 犯罪被害者やその家族 

⑤ 刑を終えて社会復帰した人やその家族 

これらの人々の人権が侵害されないよう正しい知識を身に付け理解を深めるとともに、改めて「基本的人権の尊重」の

原点に立ちかえり、互いを尊重し誰もが豊かな生活を送れるよう教育・啓発活動に取り組む。 

また、これらの人権問題や、今後の社会環境の変化等に伴い、新たに生じる人権問題については、あらゆる機会を通じ

て人権教育及び人権啓発の推進を図り、解決に努める。 

 

施策 内容 担当課 R３実績（現状値) 
人権擁護の視点から 

工夫・配慮した点 

人
権
意
識
を
持
つ
自
立
した

人
間
形
成
へ
導
く
人
権
教
育
や
積
極
的
な
啓
発
の
推
進 

誤解や偏見を

解 消 し 、 人 権

意識を持つ自

立し た人間形

成を目指して、

上記①～⑤の

人権問題にお

いて、正しい理

解を深めるため

の研修機会の

提供や啓発活

動を推進し、配

慮 し た 対 応 に

努める。 

市民協働

推進課 

・男女共同参画週間パネル展において、ＬＧＢＴ等

に関するパネルを展示した。 

期間：6 月 1 日（火）～6 月 30 日（水） 

場所：市役所 1 階市民ロビー、Twitter 

・性の尊重を目的とし、男女共同参画推進セミナ

ーを実施した。 

実施日：3 月 23 日(水) 

テーマ：もっと話そう、性のこと 

来場者数：17 名 

感染拡大防止のため庁舎以

外 で の 展 示 を 取 り 止 め 、

Twitterでパネル内容を掲載し

た。セミナーについては、講師

のみオンラインで実施した。 

セミナーの主題は性教育につ

いてであるが、身近にある様々

な性のバイアスについて（性自

認を含む）も説明された。 

社会福祉課 

法務省が主唱する「社会を明るくする運動」に参

加し、啓発運動を実施した。 

実施：7 月 

協力団体：下野市社会を明るくする運動推進委

員会 

実施内容：小中学校に啓発品配布、市役所ロビ

ーにてパネル展示 

更生保護の理解を深めるとと

もに、青少年非行・犯罪の防

止に取り組んだ。 

学校教育

課 

中学校社会科（公民的分野）で「新しい人権」に

関する内容を取り扱い、理解を深めた。 

市内小・中学校人権教育担当者を対象に、新し

い人権問題について扱った研修会を実施した。 

併せて、感染症を理由とした偏見や差別、いじめ

の防止と人権尊重の精神を育むための資料や関

連サイトを各校に周知した。 

「基本的人権の尊重」とともに

「公共の福祉」についても考え

させ、様々な視点から人権擁

護について考えさせた。 

安全安心

課 

避難所において乳幼児のためのミルクの備蓄品を

更新した。このほか、生理用品、乳幼児や高齢者

用の紙おむつを備蓄している。 

また、外国人用にピクトサインや避難所で使用する

頻度の高い用語を翻訳した多言語表示シートを

用意している。 

国のガイドラインや過去の事例

から、備蓄品の検討等を行っ

た。また、国・県国際交流協

会の協力を得て、ピクトサイン

や多言語表示シートを整備し

ている。 
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新たに生じる人

権問題について

もあらゆる機会

を 通 じ た 人 権

教 育 ・ 啓 発 の

推進 

生涯学習

文化課 

市民人権講座（全 3 回） 

第 2 回（新型コロナウイルス感染症に関する人権） 

日時：12/14（火） 

テーマ：「人権が尊重された社会を目指して」 

講師：下都賀教育事務所ふれあい学習課職員 

参加者：15 名 

最近の社会課題となっている

人権問題に焦点をあて、市民

を対象とした人権意識向上の

ための学習機会を提供した。 

市民協働

推進課 

新型コロナウイルス感染者や医療従事者等への

差別を防止するため、以下の方法で啓発を行っ

た。 

・啓発動画の作成・放送 

（市役所１階市民ロビーにて放送） 

・コロナ差別防止に関する啓発チラシの班回覧（5

月） 

・広報しもつけ 4 月号・6 月号、下野市ホームペー

ジにコロナ差別防止に関する記事を掲載 

 4 月号「新型コロナウイルス感染症に関する偏見

や差別を防止するための規定が成立」 

 6 月号「STOP!コロナ差別」 

・コミュニティラジオにてコロナ差別防止のインフォマ

ーシャルを放送 

・市内中学校 4 校へ「シトラスリボン」を贈呈 

・市役所庁舎内での「シトラスリボンフラッグ」の掲

示 

 

また、新型コロナウイルスワクチン接種から発生した

「ワクチン・ハラスメント」について、以下の方法で啓

発を行った。 

・コミュニティラジオ「FM ゆうがお」に市民協働推進

課職員が出演し、「“ワクハラ”ってなに？-コロナワ

クチン接種にかかわる人権問題-」の題で放送を行

った。（R3.7.28） 

・12 月の人権週間時に発行したリーフレットに、

「STOP!ワクチンハラスメント」の題で記事を掲載し

た。 

新型コロナウイルス感染者や

医療従事者等への差別を防

止するため、様々な方法・場

所で啓発を行った。「感染者

への誹謗・中傷」といった分か

りやすい差別のみではなく、「マ

スクをしていない人への非難」

や「医療従事者の家族の出

勤・通学拒否」といったことも

差別にあたることを周知した。 

また、新型コロナウイルスワクチ

ンに関して、接種は自分の意

思に基づくため、強制や摂取

しないことに対しての差別、不

当な取り扱いは許されないこと

等を周知した。 

健康増進

課 

市内における新型コロナウイルス感染症発生情報

を HP に掲載する際、患者本人や家族に対する人

権尊重と個人情報保護についても同時に呼びか

けた。 

問い合わせ等で感染者の個

人情報を聞かれた場合には、

個人情報保護の観点から公

表できないことを伝えた。また、

感染症対策のために必要な

情報は適宜公開されること、

過度な不安を抱かず適切な

感染症対策を行うことが大切

であることを理解してもらえるよ

う対応した。 
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令和４年度下野市人権推進審議会 事前質問回答 

ページ 質問【質問者】 回答 
p.2 令和３年度の人権関連施策の実施状況

について     【鈴木健一委員】 
・各施策について、資料 2 にも記載さ

れているように、取組みの実績につい

てはよく理解できました。そこで、実

施した結果、どのような成果がみら

れ、どのような次年度以降ないしは次

期計画以降に残された課題が見られた

のかについて概要をお示しいただきた

いと思います。 

 

 

 

 

 

・本県内ないし全国同規模自治体と比較 

して、本市で今後、取り組むべき課題と 

してどのような点に特に留意すべきでし 

ょうか。 

 

 

 

 

 

 

・各施策の実績状況については、積み上

げデータが資料として記載されている

と比較したり、評価したりする際の参考

となるのではないでしょうか。 

 
 
・各種人権関連の施策を行った成果につきま

しては、「女性の貧困」に対する生理用品の配

布やタブレット教育が開始したことに対する

児童・生徒への情報モラル教育の強化など、新

たに発生した人権問題に迅速に対応し市民の

人権擁護に寄与することができました。 
一方で、性的指向や性自認に関する人権問題や

働く人の人権問題といった、同じく近年全国的

に関心の高い人権問題について、市としてどの

ような施策を行うことができるか考えていく

必要があると考えています。 
 
 
・本市の令和３年における外国人口増加率は

4.25％であり、栃木県内の平均外国人口増加率

- 0.02％に比べて大きくなっています。市内に

技能実習生等を抱える企業が複数あること、ま

た、市内研究機関にて留学生を受け入れている

ことから、今後ますます外国籍の市民が増える

ことが予想されるため、外国人の人権擁護およ

び市民への啓発活動には継続して取り組んで

いくべきと考えます。 
 
・積み上げが可能な数値としては、例えばセミ

ナーや講習会等への参加人数等があげられる

かと思いますが、年度によりテーマや対象者数

が変動するため単純に数の増加や減少で評価

を行うことは難しいと考えています。これまで

講演会等で実施したテーマ等を積み上げ、次回

以降のテーマの選定の参考にする、といったこ

とは考えられるかと思います。 
 
            【市民協働推進課】 

資料３ 
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p.4 
 

「図 人権擁護委員による学校訪問」

は、同和問題についての説明等における

学校訪問のように見えてしまうが、実際

は違うと思われるので、配置を変えるか

それなりの説明を入れてはどうか。 
【中川賢一委員】 

 

重要課題「同和問題」は、施策の方向のうちの

ひとつに、「人権一般の普遍的な視点からの人

権教育・啓発の推進」を挙げています。人権擁

護委員による学校訪問はその施策の方向に沿

った事業の一つであると考え、この「同和問題」

の分野で報告しています。 
しかし、ご指摘の通り、この訪問にて同和問題

に特化した講話を行っているととらえられる

可能性もあるため、市民向けに資料公開の際は

図に注釈を加えたいと思います。（図 人権擁

護委員による学校訪問（いじめ防止や多様性に

ついての講話）とするなど）【市民協働推進課】 
p.17 ６ 外国人 【鈴木健一委員】 

・以下の概要について、データ（実

数・割合）があればお示し下さい。 
下野市在住外国人数の国籍別推移

（ここ１０年間程度） 
 外国人労働者の雇用・労働形態 
 外国籍児童・生徒 数の推移（国籍別）

日本語学習が必要な児童生徒数 
 
・コロナ対策を通じての外国人への人

権配慮の実施状況と今後の課題を教

えて下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・データについては別紙をご参照ください。 
 
  事前質問参考資料① 
 

事前質問参考資料② 
  事前質問参考資料③ 
 
 
・令和３年度の新型コロナウイルス感染症に

関する外国人への人権配慮の実施状況につき

ましては、外国籍世帯全世帯を対象とした通知

送付による外国人相談ダイヤルの周知および

ホームページでの周知と、ワクチン接種予約の

外国人専用ダイヤルの開設、相談があった場合

の外国語表記の問診票の提供、予防接種会場に

おける日本語を話すことが難しい外国人への

対応等を行いました。 
 課題としては、窓口に来庁した際の対応やワ

クチン接種の実施等にあたり特に問題となっ

たことはなかったが、そもそも全く日本語を話

せない人は相談にすら来られていない可能性

があること、また、ワクチン接種に来たとして

も接種について完全に理解しているかは不明

であること等が挙げられます。 
【市民協働推進課】【健康増進課】 
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・目標に示されている「多文化共生社

会の実現」とドイツ・キプロス文化

を介した「国際理解」との関連につ

いて本市の当面の人権推進の観点か

らは少々違和感を覚えます。市内在

住外国人の持つ文化理解も重要かと

思います。 

・ドイツおよびキプロスとの交流については、

自分の国とは異なる文化を知ることにより、市

民の国際理解・多文化理解への第一歩とするこ

とを目的としております。子どもたちをはじめ

とした市民に国際交流員のイベント等に参加

し身近なところから外国に興味を持っていた

だくことで、海外の文化を知るきっかけとな

り、それがひいては多様性や共生への理解につ

ながると考えております。 
ですがご指摘の通り、市内に在住している外国

人の持つ文化に対する理解はより差し迫って

必要とされるものであります。市内在住外国人

と市民との交流の機会については、平素であれ

ば下野市国際交流協会が日本語教室や日本語

スピーチ大会、ティーパーティー等を実施して

おりますが、現在は新型コロナウイルス感染症

の影響により見合わせているところです。市内

在住外国人のうち多くの割合を占めるベトナ

ム人等の文化についてどのように市民へ理解

を促していくかは、今後の検討課題とさせてい

ただきます。なお、本年１０月から、下野市国

際交流協会がベトナム人講師によるベトナム

語講座（全１０回）を開設する見込みであり、

講座の中で文化紹介等も行う予定でおります。 
【市民協働推進課】 
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■資料 2 
ページ 質問【質問者】 回答 

p.3 ２ 女性 【鈴木健一委員】 
・「男女共同参画セミナー」のテーマは、

多様な性への理解・啓発活動としては時

宜を得た企画とは思いますが、より一層

男女共同参画社会実現に係るテーマの

方がふさわしかったのではと考えます。 
 
 
 
 
 
 
 
・関連ですが、本市が「平和都市宣言」

と並んで「男女共同参画都市宣言」の標

識を庁舎前に掲げている背景について

教えて下さい。 
 
 
 
 
・以下の概要について、データ（実数・

割合）があればお示し下さい。 
下野市各種審議会等の女性委員数の

推移 
 下野市職員の女性管理職数の推移 
 下野市女性自治会長数の推移 
 下野市の男女別家事労働分担状況 
 
 
 
 
 
 

 
・男女共同参画啓発事業については、若年層の

参加割合の増加を目指しております。そのた

め、令和３年度においては子育て世代が興味・

関心を持ちやすい性教育をテーマとしました。

女性の政治参加など、より男女共同参画に直接

的に関係すると思われるテーマは、すでに男女

共同参画に興味のある方に対しては充実した

内容となる一方、男女共同参画にあまり興味関

心のない方の参加は見込めません。より一般市

民向けに講師と相談しテーマを選定した結果、

本セミナーのような内容となりました。 
 
・平成 28 年４月に「下野市だれもが輝く男女

共同参画社会づくり条例」を施行し、さらに平

成 28 年 12 月にお互いの人権を尊重し、共に

支え合いながら、本市のだれもがいきいきと輝

く未来を目指し「男女共同参画都市」を宣言し

ました。そのため、「非核平和都市宣言」と並

び、垂れ幕を掲げています。 
 
・事前質問参考資料④を参照 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【市民協働推進課】 
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p.6 「学校教育課、サポートセンターの巡回

訪問を、なるべく複数人で」とあるが、

「できる限り」もしくは「必ず複数人で」

対処できるようにしてほしい。人的な手

当ても必要だとは思いますが…。 
【中川賢一委員】 

学校教育サポートセンターでは、不登校の児

童・生徒の学習支援を行うスマイル教室と、保

護者等からの相談を受け付ける相談部があり、

その両方で必要に応じて家庭訪問を行ってお

ります。児童・生徒自身や保護者の方のご都合

に合わせて日程調整しておりますので、複数人

での訪問が難しい場合もあるのが現状です。し

かし、訪問の目的によってはスマイル教室担当

者と相談部の職員がともに訪問したり、こども

福祉課の職員が訪問に同行したりするなど、部

署間での連携や他機関との連携を図りながら

児童・生徒の支援を行っております。今後も、

訪問の目的に応じて、できるかぎり複数人で対

応していきたいと思います。 
 
 
 

【学校教育課】 
p.7 「SOS ミニレターの書き方講習」をして

みてはどうか？（低学年１～３年生）」 
 
【中川賢一委員】 
 

「SOS ミニレター」とは、法務省が作成し、各

地域管轄の法務局支局から全国の学校あてに

送付されているもので、児童・生徒が保護者や

教師等周りの人に相談できない困りごとがあ

る際に、悩み事を書いて投函し、担当の人権擁

護委員が解決できるよう考え返事をするとい

う取り組みです。 
SOS ミニレターについては、6 月及び 12 月に

行う学校訪問の講話にて人権擁護委員が周知

活動を行っております。書き方の指導について

は、下野市人権擁護委員会や各学校および宇都

宮地方法務局栃木支局と相談しながらその必

要性等について検討してまいります。 
【市民協働推進課】 

 



平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度
ベトナム 9 12 19 49 80 125 204 257 266
中国 124 115 149 190 219 216 191 172 149
フィリピン 30 33 33 57 60 66 74 75 63
韓国 81 79 79 66 69 72 69 68 63
台湾 12 20 20 18 16 16 21 25 18
ブラジル 9 16 18 14 12 13 17 16 16
米国 7 8 11 11 11 12 11 12 10
その他（タイ・インドネシア・ネパール等） 130 131 148 154 145 134 138 154 212

計 402 414 477 559 612 654 725 779 797
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事前質問参考資料①
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ベトナム 中国 フィリピン 韓国 台湾 ブラジル 米国 その他（タイ・インドネシア・ネパール等）
（人）

在留外国人統計（令和2年版出入国管理庁、平成27年版法務省）より。基準日は年末。







事前質問参考資料③ 
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外国人児童・生徒数の推移 

 R3 R2 R1 H30 H29 H28 H27 H26 

児童数 16 7 8 8 9 6 6 4 

生徒数 2 2 4 4 1 1 1 1 

栃木県「学校基本統計」より 



事前質問参考資料④ 

 

令和４年度下野市人権推進審議会 事前質問回答 

■下野市各種審議会等の女性委員数の推移 

 R4 年度 R3 年度 R2 年度 R1 年度 H30 年度 H29 年度 
委員総数 695 868 749 927 653 712 
女性委員総数 251 278 257 335 222 244 
比率 36％ 32％ 34％ 36％ 33％ 34％ 

※4 月 1 日時点  

■下野市職員の女性管理職数の推移 
項目／年度  R3 年度 R2 年度 R1 年度 H30 年度 H29 年度 H28 年度 H27 年度 
課長級以上に 
占める女性割合 

12.1％ 15.2％ 14.3％ 13.6％ 10.0％ 17.1％ 13.2％ 

課長補佐以上に 
占める女性割合 

― 22.7％ 19.3％ 14.1％ 15.4％ 14.3％ 23.7％ 

■下野市女性自治会長数の推移 

 R4 年度 R3 年度 R2 年度 R1 年度 H30 年度 H29 年度 
自治会長総数 146 146 146 147 149 149 
女性自治会長数 10 7 7 7 9 15 
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事前質問参考資料④ 

 

■下野市の男女別家事労働分担状況 

 
設問）家事（掃除・洗濯・食事の支度・食事の後片づけなど）は、どのように行うべきだと思いますか。 

理想をお答えください（①）。また、結婚をしている方のみ、実際にあなたの家庭において、 

主に誰が行っていますか（②）。（①と②それぞれ○は１つ） 

家事の役割分担の【理想】については、「夫・妻が分け合って行う」が 54.6％と最も多くなっ

ています。 

結婚している方の家事の役割分担の【現状】については、「主に妻が行い、夫も一部手伝う」

が 39.7％と最も多く、次いで「主に妻が行う」が 30.4％となっています。 

また、【理想】の分担として最も多かった「夫・妻が分け合って行う」が 54.6％なのに対し、

【現状】は 15.1％にとどまっており、一方「主に妻が行い、夫も一部手伝う」が 39.7％、「主

に妻が行う」が 30.4％となっています。 
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①理想（n=610)

②現状（n=431)

主に夫が行う 主に夫が行い、妻も一部手伝う
夫・妻が分け合って行う 主に妻が行い、夫も一部手伝う
主に妻が行う どちらか気づいた方が行う
その他 無回答

「下野市だれもが輝く社会づくりに関するアンケート 
調査結果報告書」（令和 2 年 3 月）より抜粋 
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資料４ 

令和４年度下野市人権推進審議会 年間スケジュールについて 

令和４年度人権推進審議会 計４回（＋書面会議１回） 

 

 

 

   ・令和３年度計画の進捗状況の確認（重要課題 1～9） 
   ・改定スケジュールの説明、改定の概要説明および意見聴取、基本目標検討 
 
 
   ・基本目標の決定 
   ・次期計画案の説明、検討（重要課題 1～5） 
 
  
   ・次期計画案修正※の確認（重要課題 1～5）※8/29 の検討事項を反映させたもの 
   ・次期計画案の確認（重要課題 6～10） 
 
 
   ・計画案修正※の確認（重要課題 6～10）※10/14 の検討事項を反映させたもの 
   ・最終案の調整 
    

（12 月 パブリックコメントの実施） 
 
 
 
    
 

・パブリックコメントを踏まえた修正 
    
 

 
 

   ・2 月頃 議会報告 
 
令和 4 年 4 月 人権教育・啓発推進行動計画 開始 

7 月 26 日（火） 第 1回審議会 

8 月 29 日（月） 第 2回審議会 

10 月 14 日（金） 第 3回審議会 

11 月 17 日（木） 第 4回審議会 

1 月頃 第 5 回審議会（書面での報告） 

１月頃 会長による事務局最終案の確認（パブコメの反映等） 



人権教育・啓発推進行動計画（2023〜2027）基本目標について 
 

○現計画目標 「互いの人権を尊重し合い、共に生きる幸せを実感できる社会の実現」 

 

 

○新計画目標 「                              」 

 

 

参考）他市の人権関連計画の基本目標 

小山市 
・一人ひとりがかけがえのない存在として尊重され、偏見や不当な差別のない社会 
・誰もがそれぞれの幸福を最大限に追及し、自己実現を図ることができる社会 
・一人ひとりの違いを認め合い、豊かさとして共生できる社会 

 

野木町  誰もが心豊かに暮らせる社会を目指して 

栃木市  こころ和み、みんな笑顔のあったか“とちぎ” 

佐野市  
・市民一人ひとりが、日常生活の中でお互いを理解し、尊重し合い、共に支え合     

いながら、個々の人権を尊重する地域社会の形成を推進します。 
・市民の主体的な学習活動を支援するとともに、様々な場を通じ、その発達の段階に

応じた人権教育を推進します。 
・市民に対する人権啓発活動の充実を図ります。 

資料 5 


